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特記仕様書Ｐ.28　交通規制工について

特記仕様書Ｐ.28　21-8に記載されている交通規制工の中に、土木工事積算基準（令
和3年度版）Ｐ25-9に記載されている後尾警戒車は計上されていると考えてよろしい
でしょうか。又、計上されている場合は交通監視員（助手）有りで考えてよろしい
でしょうか。

後尾警戒車は計上していません。
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